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○
経
済
産
業
省
令
第
七
十
八
号

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
三
年
十
月
二
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

（
手
続
未
着
手
事
業
の
届
出
）

第
一
条

環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。

）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
の
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

令
附
則
第
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

令
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
続
未
着
手
事
業
（
以
下
「
手
続
未
着
手
事
業
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
よ
う
と

す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

手
続
未
着
手
事
業
の
名
称
、
目
的
、
原
動
力
の
種
類
及
び
規
模
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三

手
続
未
着
手
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
（
以
下
「
事
業
実
施
区
域
」
と
い
う
。
）

四

手
続
未
着
手
事
業
の
設
備
の
配
置
計
画
の
概
要

五

次
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
よ
り
行
わ
れ
た
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
結
果

（
簡
易
な
方
法
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
）

第
二
条

令
附
則
第
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
簡
易
な
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

環
境
影
響
評
価
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
と
す
る
こ
と
。

二

手
続
未
着
手
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
る
調
査
及
び
予
測
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
文
献
又
は
資
料
の
収
集
等
に
よ

り
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

手
続
未
着
手
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
る
簡
易
な
方
法
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
関
し
、
当
該
手
続
未
着
手
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

発
電
方
式
に
つ
い
て
実
績
が
少
な
く
、
か
つ
、
環
境
影
響
に
関
す
る
知
見
が
十
分
に
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
技
術
を
用

い
る
こ
と
。
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ロ

発
電
所
を
設
置
す
る
場
所
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
、
工
事
期
間
が
重
な
る
一
以
上
の
風
力
発
電
所
の

設
置
に
よ
り
、
総
体
と
し
て
の
発
電
出
力
が
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
別
表
第

一
の
五
の
項
の
第
二
欄
ワ
若
し
く
は
カ
に
掲
げ
る
要
件
の
う
ち
事
業
の
規
模
に
係
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
又
は
ハ
か
ら
ナ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
。

ハ

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
二
備
考
６
及
び
７
に
規
定
す
る
湖
沼

及
び
海
域
に
手
続
未
着
手
事
業
の
実
施
に
よ
る
排
水
（
温
排
水
を
除
く
。
）
を
日
平
均
排
水
量
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以

上
排
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
排
水
口
の
直
近
に
お
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
測
定
し
て
い
る
水
質
の
測
定
点
（

以
下
「
水
質
の
測
定
点
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
全
窒
素
又
は
全
燐
の
い
ず
れ
か
の
予
測
値

り
ん

が
、
当
該
水
域
に
お
け
る
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
水
質
の
汚

濁
（
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
全
窒
素
及
び
全
燐
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
環

り
ん

境
上
の
条
件
に
つ
い
て
の
基
準
（
以
下
「
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
こ
と
。

ニ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
の
保
育
所
又
は
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
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定
す
る
病
院
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
の
う
ち
患
者
の
収
容
施
設
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
学
校
等

」
と
総
称
す
る
。
）
が
発
電
所
を
設
置
す
る
場
所
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

発
電
所
か
ら
発
生
す
る
騒
音
の
学
校
等
に
お
け
る
予
測
値
が
、
環
境
基
本
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
騒
音
に

係
る
環
境
上
の
条
件
に
つ
い
て
の
基
準
（
以
下
「
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
」
と
い
う
。
）
の
地
域
の
類
型
Ａ
Ａ
の
夜
間

の
値
を
超
え
る
こ
と
。

ホ

学
校
等
が
発
電
所
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
（
以
下
「
工
事
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
所
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
範
囲
内
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
工
事
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
の
学
校
等
に
お
け
る
予
測
値
が
、
騒
音

に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
Ａ
Ａ
の
昼
間
の
値
を
超
え
る
こ
と
。

ヘ

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
定
め
る
地
域
が
発
電
所
を
設
置

す
る
場
所
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
発
電
所
か
ら
発
生
す
る
騒
音
の
当
該
地

域
に
お
け
る
予
測
値
が
、
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
Ａ
の
夜
間
の
値
を
超
え
る
こ
と
。

ト

都
市
計
画
法
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
定
め
る
地
域
が
工
事
を
行
う
場
所
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範

囲
内
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
工
事
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
の
当
該
地
域
に
お
け
る
予
測
値
が
、
騒
音
に
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係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
Ａ
の
昼
間
の
値
を
超
え
る
こ
と
。

チ

水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

取
水
地
点
（
以
下
「
水
道
原
水
取
水
地
点
」
と
い
う
。
）
が
事
業
実
施
区
域
又
は
そ
の
周
囲
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

手
続
未
着
手
事
業
の
実
施
に
よ
る
排
水
の
排
出
に
よ
っ
て
、
水
道
原
水
取
水
地
点
に
お
け
る
生
物
化
学
的
酸
素
要

(1)
求
量
又
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
予
測
値
が
当
該
水
道
原
水
取
水
地
点
が
存
在
す
る
水
域
の
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境

基
準
を
超
え
る
こ
と
。

水
道
原
水
取
水
地
点
が
存
在
す
る
水
域
が
手
続
未
着
手
事
業
の
実
施
に
よ
り
減
水
区
間
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、

(2)
当
該
水
道
原
水
取
水
地
点
に
お
け
る
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
予
測
値
が
当
該
水
道
原
水
取
水
地
点
が
存
在
す
る

水
域
の
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
を
超
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
水
道
原
水
取
水
地
点
で
の
測
定
が
困
難
な
場
合
、

当
該
水
道
原
水
取
水
地
点
の
直
近
の
水
質
の
測
定
点
に
お
け
る
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
予
測
値
が
当
該
水
域
に

お
け
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
を
超
え
る
こ
と
。

リ

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
人
為
的
な
改
変
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
自
然
環
境
、
野
生
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生
物
の
重
要
な
生
息
地
若
し
く
は
生
育
地
又
は
次
に
掲
げ
る
重
要
な
自
然
環
境
が
、
事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
こ
と
。

自
然
林
、
湿
原
、
藻
場
、
干
潟
、
さ
ん
ご
群
集
及
び
自
然
海
岸
等
の
自
然
環
境
で
あ
っ
て
、
人
為
的
な
改
変
を
ほ

(1)
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
も
の
又
は
改
変
に
よ
り
回
復
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
脆
弱
な
も
の

ぜ
い

里
地
及
び
里
山
（
二
次
林
、
人
工
林
、
農
地
、
た
め
池
及
び
草
原
等
を
含
む
。
）
並
び
に
氾
濫
原
に
所
在
す
る
湿

(2)
地
帯
及
び
河
畔
林
等
の
自
然
環
境
で
あ
っ
て
、
減
少
又
は
劣
化
し
つ
つ
あ
る
も
の

水
源
涵
養
林
、
防
風
林
、
水
質
浄
化
機
能
を
有
す
る
干
潟
及
び
土
砂
の
崩
壊
を
防
止
す
る
機
能
を
有
す
る
緑
地
等

か
ん

(3)
の
自
然
環
境
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を
有
す
る
も
の

都
市
に
お
い
て
現
に
残
存
す
る
樹
林
地
そ
の
他
の
緑
地
（
斜
面
林
、
社
寺
林
及
び
屋
敷
林
等
を
含
む
。
）
並
び
に

(4)
水
辺
地
等
の
自
然
環
境
で
あ
っ
て
、
地
域
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
も
の

ヌ

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
干
潟
、
藻
場
、
さ
ん
ご
群
集
若
し
く
は
野
生
動
植
物
の
重
要
な

生
息
及
び
生
育
の
場
で
あ
る
自
然
環
境
が
、
事
業
実
施
区
域
の
周
囲
（
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
を
除
く
。
）
に
存

在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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手
続
未
着
手
事
業
の
実
施
に
よ
る
排
水
の
排
出
に
よ
っ
て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た

(1)
野
生
動
植
物
の
重
要
な
生
息
又
は
生
育
の
場
が
存
在
す
る
水
域
に
お
け
る
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
化
学
的
酸

素
要
求
量
の
予
測
値
が
当
該
水
域
に
係
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
を
超
え
る
範
囲
が
当
該
生
息
又
は
生
育
の
場

に
及
ぶ
こ
と
。

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
野
生
動
植
物
の
重
要
な
生
息
又
は
生
育
の
場
が
減
水
区
間
と

(2)
な
る
こ
と
。

ル

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
沿
道
整
備
道
路
が
事
業
実
施
区
域
の
周
囲
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
手
続

未
着
手
事
業
の
実
施
に
伴
い
発
生
す
る
自
動
車
が
当
該
沿
道
整
備
道
路
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
沿
道
整
備
道
路

に
面
す
る
地
域
に
道
路
交
通
騒
音
に
係
る
相
当
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

ヲ

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
水
域
又
は
指
定

地
域
に
手
続
未
着
手
事
業
の
実
施
に
よ
る
排
水
（
温
排
水
を
除
く
。
）
を
日
平
均
排
水
量
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
排

出
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
水
域
又
は
指
定
地
域
に
相
当
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。
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ワ

湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
湖
沼
又
は
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
に
手
続
未
着
手
事
業
の
実
施
に
よ
る
排
水
（
温
排
水
を
除
く
。
）
を
日
平
均
排
水
量

五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
排
出
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
湖
沼
又
は
指
定
地
域
に
相
当
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
。

カ

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
瀬
戸
内
海
又
は

同
条
第
二
項
の
関
係
府
県
の
区
域
（
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
百
二
十
七

号
）
第
三
条
の
区
域
を
除
く
。
）
に
手
続
未
着
手
事
業
の
実
施
に
よ
る
排
水
（
温
排
水
を
除
く
。
）
を
日
最
大
排
水
量

五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
排
出
す
る
こ
と
に
よ
り
瀬
戸
内
海
又
は
当
該
区
域
に
相
当
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
。

ヨ

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
保
護
水
面
の
区
域
が

事
業
実
施
区
域
又
は
そ
の
周
囲
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
し
ゅ
ん
せ
つ
又
は
埋
立
を
当
該
区
域
で
行
う
こ
と
。

タ

事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
次
に
掲
げ
る
地
域
そ
の
他
の
対
象
が
存
在
し
、
か
つ
、
当
該

事
業
の
内
容
が
当
該
地
域
又
は
対
象
の
法
令
等
に
よ
る
指
定
の
目
的
に
応
じ
て
特
に
配
慮
す
べ
き
環
境
の
構
成
要
素
に
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係
る
相
当
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国
立
公
園
、

(1)
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
国
定
公
園
又
は
同
法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
都
道
府
県

立
自
然
公
園
の
区
域

自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
原
生
自

(2)
然
環
境
保
全
地
域
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
自
然
環
境
保
全
地
域
又
は
同
法
第
四
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
都
道
府
県
自
然
環
境
保
全
地
域

世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
第
十
一
条
２
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
世
界
遺
産
一

(3)
覧
表
に
記
載
さ
れ
た
自
然
遺
産
の
区
域

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
近
郊

(4)
緑
地
保
全
区
域

近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

(5)
指
定
さ
れ
た
近
郊
緑
地
保
全
区
域
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都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
緑
地
保
全
地
域
又
は
同

(6)
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
特
別
緑
地
保
全
地
区
の
区
域

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
三
十
六
条

(7)
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
生
息
地
等
保
護
区
の
区
域

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条

(8)
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

特
に
水
鳥
の
生
息
地
と
し
て
国
際
的
に
重
要
な
湿
地
に
関
す
る
条
約
第
二
条
１
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
湿
地

(9)
の
区
域

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
名
勝
（

(10)
庭
園
、
公
園
、
橋

梁

及
び
築
堤
に
あ
っ
て
は
、
周
囲
の
自
然
的
環
境
と
一
体
を
な
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又

り
よ
う

は
天
然
記
念
物
（
標
本
及
び
動
物
又
は
植
物
の
種
を
単
位
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
種
の
個
体

を
除
く
。
）

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の

(11)
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規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
歴
史
的
風
土
保
全
区
域

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
風
致
地
区
の
区
域

(12)

地
方
公
共
団
体
の
条
例
等
に
基
づ
き
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
又
は
環
境
の
保
全
に
資
す
る
も
の
と
し
て
指
定

(13)
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対
象

レ

発
電
所
を
設
置
す
る
場
所
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
測
定
し
て
い
る
騒
音
の

測
定
点
（
以
下
「
騒
音
の
測
定
点
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
点
が
存

在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
発
電
所
か
ら
発
生
す
る
騒
音
の
当
該
騒
音
の
測
定
点
に
お
け
る
予
測
値
が
当
該
騒
音
の
測
定

点
の
測
定
値
を
超
え
る
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
。

ソ

工
事
を
行
う
場
所
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
騒
音
の
測
定
点
に
お
い
て
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
が
確
保

さ
れ
て
い
な
い
地
点
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
工
事
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
の
当
該
騒
音
の
測
定
点
に
お

け
る
予
測
値
が
当
該
騒
音
の
測
定
点
の
測
定
値
を
超
え
る
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
。

ツ

騒
音
規
制
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
内
に
お
け
る
自
動
車
騒
音
の
限
度
を
定
め
る
省
令
（
平

成
十
二
年
総
理
府
令
第
十
五
号
）
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
い
る
地
域
に
面
す
る
道
路
又
は
騒
音
の
測
定
点
に
お
い
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て
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に
面
す
る
道
路
が
事
業
実
施
区
域
の
周
囲
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

範
囲
内
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
道
路
を
通
過
す
る
自
動
車
に
よ
る
道
路
交
通
騒
音
の
予
測
値
よ
り
、
当
該

道
路
を
通
過
す
る
自
動
車
に
手
続
未
着
手
事
業
の
実
施
に
伴
い
発
生
す
る
当
該
道
路
を
通
過
す
る
自
動
車
を
加
え
た
道

路
交
通
騒
音
の
予
測
値
が
、
０
・
１
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
こ
と
。

ネ

振
動
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
総
理
府
令
第
五
十
八
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
い
る
地

域
に
面
す
る
道
路
が
事
業
実
施
区
域
の
周
囲
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
道
路
を

通
過
す
る
自
動
車
に
よ
る
道
路
交
通
振
動
の
予
測
値
よ
り
、
当
該
道
路
を
通
過
す
る
自
動
車
に
手
続
未
着
手
事
業
の
実

施
に
伴
い
発
生
す
る
当
該
道
路
を
通
過
す
る
自
動
車
を
加
え
た
道
路
交
通
振
動
の
予
測
値
が
、
０
・
１
デ
シ
ベ
ル
を
超

え
る
こ
と
と
な
る
こ
と
。

ナ

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
全
窒
素
又
は
全
燐
の
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
が
確
保
さ

り
ん

れ
て
い
な
い
水
質
の
測
定
点
が
存
在
す
る
水
域
に
お
い
て
、
手
続
未
着
手
事
業
の
実
施
に
よ
り
当
該
水
域
の
水
質
汚
濁

に
係
る
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
全
窒
素
又
は
全
燐
（

り
ん

こ
の
号
に
お
い
て
「
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
未
達
成
項
目
」
と
い
う
。
）
が
現
状
よ
り
も
増
加
す
る
場
合
で
あ
っ
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て
、
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
未
達
成
項
目
に
係
る
当
該
水
域
の
水
質
の
測
定
点
に
お
け
る
予
測
値
が
水
質
汚
濁
に

係
る
環
境
基
準
未
達
成
項
目
に
係
る
当
該
水
域
の
水
質
の
測
定
点
に
お
け
る
測
定
結
果
に
比
べ
、
当
該
水
域
の
水
質
汚

濁
に
係
る
環
境
基
準
の
十
分
の
一
を
超
え
て
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

別
記
様
式
（
第
一
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

（
一
）

騒
音
に
関
す
る

調
査
項
目

1

項
目

騒
音
の
諸
元

（1）
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イ

建
設
機
械
及
び
発
電
所
の
施
設
の
稼
働
の
状
況

ロ

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
稼
働
の
状
況

地
形

（2）

騒
音
の
伝
搬
に
影
響
を
及
ぼ
す
地
形
及
び
大
規
模
な
建
築
物
の
状
況

保
全
対
象

（3）
イ

学
校
等

ロ

都
市
計
画
法
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
定
め
る
地
域

ハ

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
沿
道
整
備
道
路

ニ

騒
音
の
測
定
点
に
お
い
て
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
点

ホ

騒
音
規
制
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
内
に
お
け
る
自
動
車
騒

音
の
限
度
を
定
め
る
省
令
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
い
る
地
域

調
査
地
域

2
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事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
区
域

（1）

保
全
対
象
の
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
つ
い
て
は
、
事
業
実
施
区
域
の
周
囲
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（2）
の
範
囲
内
に
お
い
て
工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
が
通
過
す
る
道
路
に

面
す
る
区
域

予
測

3

工
事
及
び
発
電
所
の
施
設
の
稼
働
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ

（1）
た
保
全
対
象
の
イ
、
ロ
又
は
ニ
が
存
在
す
る
地
域
に
お
け
る
騒
音
が
そ
れ
ぞ
れ
最
大
と
な

る
日
の
騒
音
の
影
響
の
程
度
を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
よ

（2）
り
確
認
さ
れ
た
保
全
対
象
の
ハ
か
ら
ホ
ま
で
が
存
在
す
る
地
域
に
お
け
る
工
事
用
資
材
等

の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
台
数
が
そ
れ
ぞ
れ
最
大
と
な
る
日
の
道
路
交
通
騒
音
の

影
響
の
程
度
を
定
量
的
に
予
測
す
る
。

（
二
）

振
動
に
関
す
る

調
査
項
目

1



- 16 -

項
目

振
動
の
諸
元

（1）

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
稼
働
の
状
況

保
全
対
象

（2）

振
動
規
制
法
施
行
規
則
第
十
二
条
に
規
定
す
る
限
度
を
超
え
て
い
る
地
域

調
査
地
域

2

工
事
を
行
う
場
所
の
周
囲
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
お
い
て
工
事
用
資
材
等
の
搬
出

入
に
使
用
す
る
自
動
車
が
通
過
す
る
道
路
に
面
す
る
区
域

予
測

3

調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
保
全
対
象
が
存
在
す
る
地
域
に
お
い
て
工
事
用
資
材
等
の
搬
出

入
に
使
用
す
る
自
動
車
の
台
数
が
最
大
と
な
る
日
の
道
路
交
通
振
動
の
影
響
の
程
度
を
定
量

的
に
予
測
す
る
。

（
三
）

水
質
に
関
す
る

調
査
項
目

1

項
目

排
水
の
諸
元

（1）
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排
水
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
、
燐
含
有

り
ん

量
並
び
に
排
出
量

水
質
の
状
況

（2）

水
道
原
水
取
水
地
点
及
び
水
質
の
測
定
点
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
化
学
的
酸

素
要
求
量
、
全
窒
素
、
全
燐
、
水
温
並
び
に
位
置

り
ん

地
域
の
基
準

（3）

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準

保
全
対
象

（4）
イ

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
別
表
第
二
備
考
６
及
び
７
に
規
定
す
る
湖
沼
及
び
海
域

ロ

水
道
原
水
取
水
地
点

ハ

水
質
汚
濁
防
止
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
水
域
又
は
指
定
地
域

ニ

湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
湖
沼
又
は
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
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ホ

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
瀬
戸
内
海
又
は
同
条

第
二
項
の
関
係
府
県
の
区
域
（
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
の
区

域
を
除
く
。
）

ヘ

水
質
の
測
定
点
に
お
い
て
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
全
窒

素
又
は
全
燐
に
係
る
環
境
基
準
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
点

り
ん

調
査
地
域

2

排
水
の
排
出
に
よ
り
水
質
の
状
態
が
変
化
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
水
域

予
測

3

調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
保
全
対
象
（
保
全
対
象
の
ロ
を
除
く
。
）
に
対
す
る
排
水
の

（1）
排
出
に
よ
る
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
又
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
全
窒
素
及
び
全
燐
の

り
ん

影
響
の
程
度
を
排
水
口
直
近
の
水
質
の
測
定
点
に
お
い
て
定
量
的
に
予
測
す
る
。

排
水
の
排
出
に
よ
っ
て
、
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
保
全
対
象
の
ロ
に
影
響
が
及
ぶ
か

（2）
ど
う
か
を
定
量
的
に
予
測
す
る
。
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（
四
）

植
物
に
関
す
る

調
査
項
目

1

項
目

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
自
然
林
、
藻
場
及
び
野
生
植
物
の
重

要
な
生
育
の
場
の
状
況

調
査
地
域

2

事
業
実
施
区
域
の
周
辺
区
域
及
び
排
水
の
排
出
に
よ
り
水
質
の
状
態
が
変
化
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
水
域

予
測

3

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
藻
場
又
は
野
生
植
物
の
重
要
な
生

（1）
育
の
場
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど
う
か
を
予
測
す
る
。

事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査

（2）
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
自
然
林
、
藻
場
又
は
野
生
植
物
の
重
要
な
生
育
の
場
が
存
在
す
る
か

ど
う
か
を
予
測
す
る
。

（
五
）

動
物
に
関
す
る

調
査
項
目

1
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項
目

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
さ
ん
ご
群
集
及
び
野
生
動
物
の
重
要

な
生
息
の
場
の
状
況

調
査
地
域

2

事
業
実
施
区
域
及
び
そ
の
周
辺
区
域
並
び
に
排
水
の
排
出
に
よ
り
水
質
の
状
態
が
変
化
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
水
域

予
測

3

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
さ
ん
ご
群
集
又
は
野
生
動
物
の
重

（1）
要
な
生
息
の
場
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど
う
か
を
予
測
す
る
。

事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査

（2）
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
さ
ん
ご
群
集
又
は
野
生
動
物
の
重
要
な
生
息
の
場
が
存
在
す
る
か
ど

う
か
を
予
測
す
る
。

（
六
）

自
然
保
護
に
関

調
査
項
目

1

す
る
項
目

環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対
象
の
状
況

（1）
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国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
干
潟
、
汽
水
湖
、
人
為
的
な
改
変

（2）
を
受
け
て
い
な
い
自
然
海
岸
、
自
然
湖
岸
及
び
河
川
の
水
際
線
が
人
工
改
変
を
受
け
て
い

な
い
河
岸
の
状
況

調
査
地
域

2

事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
区
域

予
測

3

調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
そ
の
他
の
対

（1）
象
へ
の
影
響
の
程
度
を
予
測
す
る
。

事
業
実
施
区
域
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
調
査

（2）
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
干
潟
、
汽
水
湖
、
人
為
的
な
改
変
を
受
け
て
い
な
い
自
然
海
岸
、
自

然
湖
岸
又
は
河
川
の
水
際
線
が
人
工
改
変
を
受
け
て
い
な
い
河
岸
が
存
在
す
る
か
ど
う
か

を
予
測
す
る
。

調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
干
潟
に
影
響
が
及
ぶ
か
ど
う
か
を
予
測
す
る
。

（3）
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